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発明から特許権の効力まで

発 明

特許請求の範囲

（36条）
特許発明の
技術的範囲

（70条）

特許権の効力

（68条）
被告製品・被告方法

発明の記述

審査

特
許
査
定

侵害



明細書

実施例

特許権

特許請求の範囲

審査官

審判官

裁判官

審判官

裁判官

当業者
（競合会社）

＜査定系＞

＜無効・侵害系＞

特許請求の範囲の評価

(技術的範囲）



発明の種類と特許権の及ぶ範囲

発

明

物の発明
（含プログラム）

方法の
発明

物を生産する
方法の発明

物の生産を伴
わない方法の
発明

当該物の生産、使用、
譲渡等、譲渡等のため
の展示、輸出、輸入、譲
渡等の申出の行為、
プログラムの電気回線を
通じた提供の行為

当該方法の使用、
当該方法により生産
した物の使用、譲渡
等、輸出、輸入等の
行為

当該方法を使用する
行為

特許法第2条第3項（発明の実施）



（設問）どの会社のどの行為がどの発明に基づく特許権を侵害しているか?

発明１： 高分子Ａに化合物Ｂを添加した接着剤。
発明２： 化合物Ｂを有効成分とする高分子Ａを含む接着剤の接着効果増強剤。
発明３： 化合物Ｂを用いた高分子Ａの接着効果増強方法。

甲接着剤会社 乙化学合成会社 丙食品会社

化合物Ｂ
(接着増強剤） 化合物Ｂ

(増粘剤)

高分子Ａ

化合物Ｂ

食品・飲料用原料

増粘された
食品・飲料

接着剤
（Ａ＋Ｂ）

化合物Ｂ用原料

販
売

販
売

製造

販売 販売



権利取得の観点

権利行使の観点（特許法第70条）

• 従来技術との差異が明確になっているか
• 発明の詳細な説明（実施例）によりサポートされて
いるか

• 明細書は当業者が実施可能に記載されているか

• 権利の及ぶ範囲を規定するもの
• 特許権を行使したい対象に漏れはないか

特許請求の範囲の役割



特許発明

均
等
の
範
囲

①本質的部分ではない

④公知技術と同一・容易

⑤意識的除外

③置換容易性

②置換による同一効果

均
等
の
範
囲

特許権者の主張 ①②③
被告（侵害）側の主張 ④⑤



特許権は独占的排他権

Ｘ社 Ｙ社

Ｚ社化学物質Ａ

乳化剤（A) 抗癌剤（A)
抗癌剤
（Ａ＋Ｂ）

Aの使用

抗癌剤Aの使用 抗癌剤Aの使用

抗癌剤A＋Bの使用

Aの使用 抗癌剤
A+Bの使用

：侵害 ｏｒ ライセンス契約



特許権の使用形態

特許権

実施権
（ライセンス）

専用実施権

通常実施権

非独占的通常実施権

独占的通常実施権

自己実施

特許権の移転

実施許諾

譲渡

登録により
効力発生

特許権者であっても
実施できない



佃製作所
佃航平
（元ロケットエンジン開発技術者）

自動車用エンジン開発

ロケット用エンジン開発

特許
A

特許
B

特許
C

ナカシマ工業

特許
A’

特許侵害訴訟 ⑤

特許B侵害に対する
和解金 50億円get

＝損害賠償金の獲得

和解

帝国重工

出願
C

①

②

③

ロケット用部品の提供

＝特許権の独占的使用

特許Cの買取

ライセンス契約

下 町 ロ ケ ッ ト 池井戸潤著 小学館 （2010 直木賞受賞）

特許権の使い方
①特許権の売買
②実施権の設定（専用実施権）
③特許権の独占的（自己）使用
④特許侵害訴訟により損害賠償金の獲得
（⑤訴訟で零細な優秀企業を傘下に）

④

Ａ’による
提訴

Ｂによる
反訴
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